
 

 

医療介護推進基金事業（医療分）の事後評価 

 

１ 事業実施結果 

令和４年度の決算額は、3,556,857 千円であった。 

事業内訳については、区分ごとに下表のとおり。 

   □ 事業区分別一覧                            （単位：千円） 

区分 Ｒ４年度（計画） Ｒ４年度（決算） 

Ⅰ-1 

(1)ICTを活用した地域医療ﾈｯﾄﾜｰｸ基盤の整備 118,330 56,349 

(2)医療提供体制の改革 2,221,095 1,331,830 

小計１ 2,339,425 1,388,179 

Ⅰ-2 

(1)病床機能再編支援 700,000 603,516 

小計２ 700,000 603,516 

Ⅱ 

(1)在宅医療体制の整備・人材の養成 266,549 130,721 

(2)在宅歯科医療の推進 30,673 30,092 

(3)在宅薬剤医療の推進 5,462 5,462 

小計３ 302,684 166,275 

Ⅳ 

(1)医師確保対策 575,801 540,488 

(2)看護職員確保対策 732,352 505,566 

(3)その他医療従事者の確保対策 15,899 15,899 

(4)医療従事者の勤務環境改善 212,975 202,546 

小計４ 1,537,027 1,264,499 

Ⅵ 
(1)勤務医の働き方改革 600,000 134,388 

小計５ 600,000 134,388 

合計（１＋２＋３＋４＋５） 5,479,136 3,556,857 
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２ 目標の達成状況  

区 分 
Ｒ４年計画目標 

達成状況 
考え方 目標値 

区分Ⅰ-1、

Ⅰ-２ 
（病床機能の

分化・連携） 

ICT の活用や医療提供

体制改革等を通じた全

区域での機能分化・連携

の取組みの推進 

回復期病床数 

16,532 床（2025） 

9,312 床(2020) 

⇒9,368 床(2021)であり、増加

傾向 

区分Ⅱ 
（在宅医療体

制の充実・強

化） 

県保健医療計画で定め

る在宅看取り率等の達

成 

在宅看取り率の向上 

29.4%(2023) 

33.7％（2021） 

⇒34.8％（2022） 

であり、目標値を上回る 

在宅療養支援病院・診療所数 

1,185 箇所(2023) 

986 箇所(2020) 

⇒1,061 箇所(2023) 

であり、増加傾向 

区分Ⅳ・Ⅵ 
（医療人材の

確保・養成、

勤務の働き方

改革） 

【医師】人口 10 万人医

師数の全国平均並みの

確保と、地域偏在の解消

に向けた取組みの推進 

人口 10万人あたり医師数の全

国平均並の確保 

全国平均 269.2 人（2020） 

県の医師確保数 263.8 人（2018） 
⇒276.9 人（2020） 

であり、目標値を上回る 

医師不足地域の病院勤務医師

数（100 病床当たり）の増加 

13.1 人(2022) 

13.4 人（2023） 

であり、増加 

【看護師】県保健医療計

画で定める看護職員数

目標値の達成 

看護職員数常勤換算の確保 

63,937 人（2023） 

60,725 人（2018） 

⇒62,557 人（2020） 

と増加傾向 

 

３ 評価 

区 分 内 容 

区分Ⅰ-1・Ⅰ-２ 
（病床機能の分化・連携） 

・医療機関再編統合等支援事業の活用等により、病床の機能

分化や連携を一定程度進めることができたが、目標値とは

まだ乖離している。 

 

・ 地域の実情に応じた医療機関の自主的な取組を基本とし

ながらさらに病床機能の分化・連携の推進を図っていく。 

区分Ⅱ 
（在宅医療体制の充実・強化） 

・在宅医療体制の充実・強化について、着実に進捗しつつあ

るが、引き続き、体制整備に取り組んでいく。 

 

・ICT を活用した他職種間連携や訪問看護ステーションの機

能強化、在宅医療人材の養成等を引き続き実施していく。 

区分Ⅳ・Ⅵ 
（医療人材の確保・養成・ 

勤務医の働き方改革） 

・医療人材の確保について、医師数は目標を上回っており、

看護職員数についても増加傾向にあるが、引き続き目標の

達成に向けて取り組んでいく。 

 

・医師確保計画を踏まえ、医療人材の確保・養成や勤務医の

働き方改革の本格実施に向けた取組を引き続き実施して

いく。 

 


